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教育基本法第１条、第5条第2
項 学校教育法第 条（小）

学校教育法施行規則
項、学校教育法第２９条（小）、
第４５条（中）

第５０条、５１条、表１

教育課程
学校において編成する教育課程とは学校において編成する教育課程とは、

学校教育の目的や目標を達成するために、
教育内容を児童生徒の心身の発達に応じ教育内容を児童生徒の心身の発達に応じ、

授業時数との関連において
総合的に組織した学校の教育計画である。

教育基本法第 条 教育 標教育基本法第２条(教育の目標)、
学校教育法第２１条（義務教育

的） 第 条（ ） 条（中）目的）・第３０条（小）、４６条（中）



小学校学習指導要領解説 総則編

第３章 教育課程の編成及び実施
３ その他の教育課程編成の特例３．その他の教育課程編成の特例
(1)特別支援学級の場合

特別支援学級において特別の教育課程を編成する場合
には、学級の実態や児童の障害の程度を考慮の上、特別には、学級 実態や児童 障害 程度を考慮 、特別
支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、例えば
障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服を目的と
した指導領域である「自立活動 を取り入れたり 各教科した指導領域である「自立活動」を取り入れたり、各教科
の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり、各
教科を知的障害者である児童を教育する特別支援学校の教科を知的障害者である児童を教育する特別支援学校の
各教科に替えたりするなどして、実情に合った教育課程を
編成する必要がある。編成す 要 。



小学校学習指導要領解説 総則編

第３章 教育課程の編成及び実施
３ その他の教育課程編成の特例３．その他の教育課程編成の特例
(1)特別支援学級の場合

特別支援学級において特別の教育課程を編成する場合
には、学級の実態や児童の障害の程度を考慮の上、特別には、学級 実態や児童 障害 程度を考慮 、特別
支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、例えば
障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服を目的と
した指導領域である「自立活動 を取り入れたり 各教科
「参考とする」→学校

した指導領域である「自立活動」を取り入れたり、各教科
の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり、各
教科を知的障害者である児童を教育する特別支援学校の

参考 する」 学校
長の責任のもとで担当
者が編成する

教科を知的障害者である児童を教育する特別支援学校の
各教科に替えたりするなどして、実情に合った教育課程を
編成する必要がある。編成す 要 。



小学校学習指導要領解説 総則編

第３章 教育課程の編成及び実施
３ その他の教育課程編成の特例

取扱
①自立活動の実施

３．その他の教育課程編成の特例
(1)特別支援学級の場合

②下学年教科での対応
③知的特別支援学校の各教科
等での対応

特別支援学級において特別の教育課程を編成する場合
には、学級の実態や児童の障害の程度を考慮の上、特別

等での対応
④一部取り扱わなくても良い

には、学級 実態や児童 障害 程度を考慮 、特別
支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、例えば
障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服を目的と
した指導領域である「自立活動 を取り入れたり 各教科した指導領域である「自立活動」を取り入れたり、各教科
の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり、各
教科を知的障害者である児童を教育する特別支援学校の教科を知的障害者である児童を教育する特別支援学校の
各教科に替えたりするなどして、実情に合った教育課程を
編成する必要がある。 特別の教育課程の編成編成す 要 。 特別の教育課程の編成



特別支援学級の教育課程の編成

特別支援学級における特別の教育課程の編成
(知的障害、自閉症・情緒障害学級等 全てに適用)

必 な ば特別支援学校学 指導 領を参考●必要ならば特別支援学校学習指導要領を参考に

例：自閉症・情緒障害特別支援学級、
知的障害特別支援学級においても知的障害特別支援学級においても
①自立活動を取り入れられる
②各教科の目標・内容を下学年の②各教科の目標・内容を下学年の

目標内容に代替可
③知的障害特別支援学校の各教科に③知的障害特別支援学校の各教科に

代替可
④一部内容を取り扱わなくても良い



特別支援学級の特別の教育課程
●教育課程は 基本的には 個々の児童生徒ごとに編成するものではなく●教育課程は、基本的には、個々の児童生徒ごとに編成するものではなく、

→特別支援学級等として教育課程を編成し、その教育課程を踏まえ
た個別の指導計画により指導内容等を個別化するた個別の指導計画により指導内容等を個別化する。

→例えば在籍５名の特別支援学級では、

○2年男児 2年生と3年生と5年生と6年生の４本の教育課程の

○3年男児 編成が可能と考える。

(結 的 人 児童生徒 が対象とな 場合も(結果的に一人の児童生徒のみが対象となる場合も

ある。また、同学年の児童でも障害の程度が大きく

異なる場合は、結果的に５本の教育課程もある）異なる場合は、結果的に５本の教育課程もある）

○3年女児 (2年910時間、3年945時間、5年と6年980時間

○5年男児 の総授業数)

○6年女児 (学年の教科内容等)

●特別の教育課程→在籍児童生徒の実態に応じて自立活動や下学年の教
科 知的教科の活用など科、知的教科の活用など



通級による指導の指導内容及び指導時間に関する改正通級による指導の指導内容及び指導時間に関する改正
＜改正前＞ ＜改正後＞

指導内容 標準年間指導時間 指導内容 標準年間指導時間指導内容 標準年間指導時間

自立活動 年間３５～１０５

(週１ ３単位時間)

指導内容 標準年間指導時間

(週１～３単位時間)

教科の 自立活動と併せて 自立活動 年間３５ ２８０教科の 自立活動と併せて

補充指導 概ね合計２８０

（週８単位時間）

自立活動 年間３５～２８０

及び （週１～８単位時間

教科の （ＬＤ等 年間１０（週８単位時間）

計 年間

教科の （ＬＤ等：年間１０～

補充指導 ２８０単位時間）

（月１ 週８単位）計 年間３５～２８０

(週１～８単位時間)

（月１～週８単位）



通級による指導の指導内容及び指導時間に関する改正通級による指導の指導内容及び指導時間に関する改正
＜改正前＞ ＜改正後＞

指導内容 標準年間指導時間 指導内容 標準年間指導時間教科の補充指導は 単なる教科指導指導内容 標準年間指導時間

自立活動 年間３５～１０５

(週１ ３単位時間)

指導内容 標準年間指導時間・教科の補充指導は、単なる教科指導
（予習、復習等）ではない！
・各障害の認知特性等を踏まえた補充の(週１～３単位時間)

教科の 自立活動と併せて 自立活動 年間３５ ２８０

・各障害の認知特性等を踏まえた補充の
意味をもつ指導

→例：自立活動を付加した教科指導教科の 自立活動と併せて

補充指導 概ね合計２８０

（週８単位時間）

自立活動 年間３５～２８０

及び （週１～８単位時間

教科の （ＬＤ等 年間１０

→例：自立活動を付加した教科指導

（週８単位時間）

計 年間

教科の （ＬＤ等：年間１０～

補充指導 ２８０単位時間）

（月１ 週８単位）計 年間３５～２８０

(週１～８単位時間)

（月１～週８単位）



発達障害教育情報センタ 研修講義

発達障害のある子どもへの

発達障害教育情報センター 研修講義

発達障害のある子どもへの
指導・支援体制(2)指導 支援体制(2)

～特別支援学級/通級による指導～

終わり終わり

国立特別支援教育総合研究所
教育情報部 廣瀬由美子

※この研修講義では「特別支援教育研修講座」の資料を使用しています。


